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 令和元年台風第 19号等による被災者に対する申告等の期限の延長等について 

 

 

 先般、「令和元年台風第 19号等による被災者に対する減免措置等について」（令

和元年 10 月 21 日総税企第 63 号）によりご連絡したところですが、改めて令和

元年台風第 15 号、第 19 号及び 10 月 25 日の低気圧による大雨の被災者に対し、

地方税に係る申告等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置について、適切に

運営されるようご配慮願います。 

また、同通知において、国税における措置について速やかにお知らせする旨

ご連絡していたところですが、国税庁において、別紙のとおり、国税通則法施

行令（昭和 37 年政令第 135 号）第３条第１項の規定に基づき対象地域を指定す

る予定とされていますので、お知らせいたします。 

 貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨をご連絡願います。 

 本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）

に基づくものです。 

 



（別紙）






